
●陽 光 台　〒300-2358
　・つくばみらい市東楢戸○○番地○○（陽光台○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市西楢戸○○番地○○（陽光台○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市小張○○番地○○（陽光台○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市谷口○○番地○○（陽光台○丁目○街区○画地）

●紫 峰 ヶ 丘　〒300-2359
　・つくばみらい市東楢戸○○番地○○（紫峰ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市西楢戸○○番地○○（紫峰ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市東楢戸西楢戸入会地○○番地○○（紫峰ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市小張○○番地○○（紫峰ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市田村○○番地○○（紫峰ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市小島新田○○番地○○（紫峰ヶ丘○丁目○街区○画地）

●富士見ヶ丘　〒300-2417
　・つくばみらい市東楢戸○○番地○○（富士見ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市西楢戸○○番地○○（富士見ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市田村○○番地○○（富士見ヶ丘○丁目○街区○画地）
　・つくばみらい市真木○○番地○○（富士見ヶ丘○丁目○街区○画地）

～☆～若者による投票立会人を募集します～☆～　
　市選挙管理委員会では、選挙離れが進む若者の選挙に対する関心を高めることを目指して、12月10日㈰に予定
されている茨城県議会議員一般選挙での期日前投票における投票立会人を募集します。
　投票立会人とは、選挙の投票が正しく公正に行われているかを立ち会う人をいいます。通常、１投票所に２人
の方をお願いしています。
　今回募集する投票立会人は、投票日当日ではなく、選挙の告示日の翌日から投票日前日まで行われる「期日前
投票」の立会人です。内容・条件は、次のとおりです。

■立ち会う日時
　12月２日㈯～９日㈯の希望する日
　午前８時30分から午後８時まで

■場所
　・市役所伊奈庁舎１階ロビー
　・市役所谷和原庁舎１階相談室

■対象者
　市内在住の選挙権を有する
　20歳代・30歳代の方（学生可）

■報酬
　１日　9,600円

■申込期間
　10月23日㈪～ 31日㈫

■申込方法
　申込用紙に必要事項を記入し、市選挙管理委員会に申し込んでください。
　（申込用紙は、市選挙管理委員会に備えてあります）

◆申込み・問い合わせ先
　市選挙管理委員会（市役所伊奈庁舎総務課内）
　☎ 58 - 2111（内線1215）
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　私たちに最も身近なペットとして親しまれている犬や猫。しかし、飼い方を一歩誤ればトラブルを生じたり、ペッ
トにとっても不幸な立場に陥れてしまうことも…。あらためて正しい飼い方をしているかどうか見直してみましょう。

《《《 犬の放し飼いは危険です 》》》
◆犬の放し飼いは絶対にしないでください。人を
　攻撃したり、他人の土地や作物を荒らしたり、
　他の犬猫とケンカを引き起こしたりします。
◆交通事故などにあう危険性も高く、病気に感染
　する恐れもあります。
◆犬は道路や通路に接しないところにつなぎ、鎖
　や首輪は常に点検してください。
◆首輪には飼い主の住所や氏名、連絡先を明記し
　た札などをつけてください。市役所などが保護
　または捕獲した場合、処分される前に飼い主に
　連絡することができます。

《《《  迷惑にならないように飼いましょう  》》》
　犬猫の汚物や排水の処理など、施設や周辺を常
に清潔にし、悪臭の発生を防止しましょう。
　ノラ猫にはエサを与えないでください。ノラ猫
にエサを与えるとその周辺でどんどん繁殖し、近
隣の皆さんに大変迷惑を掛けることになります。
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